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地域森林計画(案)及び地域森林計画変更計画(案)に係る 

意見募集（パブリックコメント）の結果について 

 

１ 意見募集の実施状況 

(1) 募集期間 

令和７年 10 月 28 日(火)～令和７年 11 月 27 日(木) 

(2) 募集方法 

ア 県庁行政情報センター及び県民室、各地区合同庁舎行政情報サブセンタ

ー、県立図書館における閲覧 

イ 県ホームページへの掲載 

 (3) 意見提出方法 

郵便、ファクシミリ、電子メールによる。 

 

２ 意見件数 

区 分 意見提出人数 意見件数 

郵便（持参） １ ４ 

ファクシミリ   

電子メール １ ５ 

計 ２ ９ 

 

３ 意見の内容 

№ 意見の概要 対応方針 反映 

状況 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本案 46 ページ～49

ページにおいて、クマ

に関する対策が無いの

で明記すべきである。

クマのえさとなる木の

実の不作・凶作に対応

する施策を明記してほ

しい。 

〔北上川上流地域森林

計画書(案)〕 

 

 鳥獣害の防止に関する事項について

は、ニホンジカやクマなど、森林に被

害を加える鳥獣に対する対策を記載し

ているものです。 

 また、本計画では、鳥獣害対策に当

たっては、鳥獣保護管理施策や農業被

害対策等との連携を図りつつ、鳥獣と

の共存にも配慮し、適時適切な間伐の

実施、広葉樹林や針広混交林等の多様

な森林の維持造成を図ることとしてい

ます。 

 

Ｃ 

(趣旨

同一) 

資料 No.６ 
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№ 意見の概要 対応方針 反映 

状況 

２ 

 

 ソーラーパネル及び

乱伐による森林の崩壊

への具体的な対策を明

記すべきである。 

〔北上川上流地域森林

計画書(案)〕 

 

 0.5ha を越える太陽光発電施設の設

置に当たっては、森林法第 10 条の２第

１項の規定による林地開発許可を得る

必要があります。 

 本計画においては、土地の形質の変

更に当たって留意すべき事項として、

太陽光発電施設を目的とした林地開発

は、小規模なものでも土砂流出の発生

割合が高いこと、太陽光パネルによる

地表面の被覆により雨水の浸透能や景

観に及ぼす影響が大きいことなどか

ら、開発行為の許可基準を適正に運用

することについて、記載しているとこ

ろです。 

なお、本計画に具体的な記載はあり

ませんが、林地開発許可基準において

は、洪水調整地や沈砂池等の防災施設

の設置等、災害の防止や水害の防止に

係る対策について定め、開発行為者を

指導しています。 

 また、無計画な伐採への対策につい

ては、水源涵養を含む多面的な機能を

総合的かつ高度に発揮させるため、森

林法に基づく「伐採及び伐採後の造林

の届出」や、本計画に森林の立木竹の

伐採等を含む「森林の整備に関する事

項」を定めることなどにより対処して

いるところです。 

 

Ｃ 

(趣旨

同一) 
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№ 意見の概要 対応方針 反映 

状況 

３  本案の森林面積の増

減について、乱伐やソ

ーラーパネルによる崩

壊を反映した結果と成

っているのかどうか本

案からは読み取れな

い。キチンと反映して

いることを明示してほ

しい。 

〔久慈・閉伊川地域森

林 計 画 変 更 計 画 書

(案)〕 

 

本変更計画の森林面積の増減は、官

行造林の返地に伴うものですが、５年

ごとに行う計画の樹立に当たっては、

衛星画像や関係資料などにより伐採や

林地の開発の状況等を調査し、森林面

積や資源量などを公表しております。 

Ｃ 

(趣旨

同一) 

４ 林道の開設は防災上

必要であるが、巨大津

波や直下型地震に伴う

広域連携を可能とする

ルートであってほし

い。本案の内容からは

それが理解し難いの

で、明示して防災の観

点からの利用を説明す

べきと考える。 

〔北上川中流地域森林

計画変更計画書(案)〕 

 

林道は、森林整備の促進や林業の生

産性向上を目的に整備しており、災害

発生時には避難路や代替輸送路として

も活用されています。 

いただいた御意見は、今後の取組に

当たり、参考とさせていただくととも

に、地域防災計画等に災害時の代替路

として位置づけられている林道の整備

も進めていきます。 

Ｄ 

(参考) 
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№ 意見の概要 対応方針 反映 

状況 

５ （こども） 

私は、地域森林計画

の意見に賛成です。な

ぜ賛成かというと、木

が大きくなりすぎて木

が倒れてしまい川など

に入って、影響を与え

てしまう可能性がある

と思ったし、それに、

木はリサイクルして、

さらにリメイクすれ

ば、環境にも良いと考

えたから賛成にしまし

た。 

〔北上川上流地域森林

計画書(案)〕 

 

賛成のご意見ありがとうございま

す。 

木は、地球温暖化の原因になる二酸

化炭素を吸いながら育ちます。でも、

大きくなると二酸化炭素を吸う力が弱

くなります。そこで、大きくなった木

を切って、家の柱や机・イスなどに使

い、切った場所には新しい木を植えて

育てます。こうして『植える→育てる

→切って使う→また植える』という流

れをくり返すことが大切です。 

地域森林計画では、このように木を

上手に使いながら、森を守り育ててい

くことを目指しています。 

 

Ｃ 

(趣旨

同一) 

６ （こども） 

土砂崩れなどの災害防

止、きれいな水ができ

たり、木材生産の促進、

といったメリットがあ

るし、計画的に森林を

整備することで、地域

に住んでる人の安全・

安心を守り、豊かな森

林資源を持続的に活用

することにつながるか

ら。 

〔北上川上流地域森林

計画書(案)〕 

 

賛成のご意見ありがとうございま

す。 

森には、災害を防いだり、水をたく

わえたりする大切な働きがあります。 

地域森林計画では、森が持つ大切な

働きを生かしながら、木を切って木材

として使うことを目指しています。ま

た、みんなが安心して暮らせるように、

災害を防ぎ、水源を守るために、木を

切ったり開発したりすることが制限さ

れている「保安林」を計画的に指定す

ることにしています。 

Ｄ 

(参考) 
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№ 意見の概要 対応方針 反映 

状況 

７ （こども） 

僕は地域森林計画に

反対です。なぜならま

だ使える大きい木を切

ることは、「自然・資

源破壊」につながると

思うからです。新しい

木を植えるとはいえ、

まだ使える木を切る

と、せっかく植えた木

を木って無駄にしてい

ることと同じだと思い

ます。しかし、台風・

豪雨などで倒木の恐れ

がある場合には、安全

面から見ると住宅街付

近に木があるよりも切

って住宅の破損等を押

さえることができると

思います。 

〔北上川上流地域森林

計画書(案)〕 

 

ご意見をいただきありがとうござい

ます。 

大きな木を切ることは「もったいな

い」と思う人も多いと思います。でも、

森にはいろいろな役割があります。地

域森林計画では、森を次の４つに分け

ています。 

① 街や地域を守り、水をたくわえる

森（ほぜんの森） 

② 人々にやすらぎやうるおいを与え

る森（ふれあいの森） 

③ 自然のままほとんど人の手を加え

ない森（悠久の森） 

④ 木を切って使いながら、また育て

る森（循環の森） 

このように、自然を守る森や、木を切

って使う森など、森の役割に合わせて

いろいろな森をつくっていくことにし

ています。 

Ｄ 

(参考) 
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№ 意見の概要 対応方針 反映 

状況 

８ （こども） 

木を切っていくとじ

ょじょにクマなどの居

場所などがなくなり、

人里に降りてきて食べ

物をあさり、それを駆

除、殺処分すると、今

度は鹿などが天敵がい

ない状態になるからこ

んどは家畜や農作物を

あさるというとても悪

い、やばいサイクルに

なってしまう可能性が

あるから。もしやると

しても少しずつやらな

ければ、徐々に日本は、

人間が色々なことをし

てしまったから、動物

にむしばまれているの

ような事態になるから  

〔北上川上流地域森林

計画書(案)〕 

 

ご意見をいただきありがとうござい

ます。 

地域森林計画では、シカやクマなど

の野生鳥獣と共存できるよう、木が混

みすぎないように間伐を行うほか、広

葉樹や針葉樹などいろいろな種類の木

が一緒に育つ森をつくっていくことと

しています。 

 こうすることで、森の中が見やすく

なり、動物が人の住むところに出てき

にくくなります。また、ドングリなど

の実がなる広葉樹が増えるので、動物

たちも食べ物を見つけやすくなりま

す。 

Ｄ 

(参考) 
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№ 意見の概要 対応方針 反映 

状況 

９ （こども） 

 地域森林計画につい

て質問が１つありま

す。木を切る量が多く

なってと動物のいばし

ょがなくなってしまう

ので、どのくらいの木

を切るのか気になりま

す。 

〔北上川上流地域森林

計画書(案)〕 

 

ご質問ありがとうございます。 

今回の北上川上流地域の森の計画で

は、令和３年度から令和７年度までの

５年間で、丸太にすると約 47 万 2 千立

方メートルの木を切る予定です。これ

は、ふつうの家に使う木の量にすると、

約 1 万軒分の家にあたります。 

一方、この地域の森では、木が毎年

育って増える量が約 27 万立方メート

ルあります。５年間では、約 139 万立

方メートルも木が育って森にたまりま

す。つまり、森が育つ量のほうが、切

る量よりずっと多いのです。 

このように、森をなくさないように、

森を守りながら育てるために、この計

画を立てています。 

Ｆ 

(その

他) 

 

 

 

【参考】反映状況の区分 

区 分 内 容 

Ａ（全部反映） 意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの 

Ｂ（一部反映） 意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの 

Ｃ（趣旨同一） 意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの 

Ｄ（参考） 計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの 

Ｅ（対応困難） Ａ・Ｂ・Ｄの対応のいずれも困難であると考えられるもの  

Ｆ（その他） その他のもの（計画等の案の内容に関する質問等） 

 

 


